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会計年度任用職員制度の運用に係る事務処理マニュアル  

旧 

会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 の 運 用 に 係 る 事 務 処 理 マ ニ ュ ア ル  

（ 令 和 ７ 年 ８ 月 ）  

新 

会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 の 運 用 に 係 る 事 務 処 理 マ ニ ュ ア ル  

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ）  

Ⅱ 各論 

３ 会計年度任用職員制度の整備          

（１）会計年度任用職員制度の運用に当たっての留意

事項 

以下、①任用等（募集・能力実証、任用）、②服務及

び懲戒、③勤務条件等、④人事評価、⑤再度の任用、⑥

職員団体、⑦人事行政の運営等の状況の公表について、

留意事項を示します。 

（略） 

 

③ 勤務条件等 

ア 給付 

（イ）フルタイムの会計年度任用職員 

（略） 

ⅱ）一定の手当の支給 

手当については、地方公務員法第２４条に規定する

職務給の原則、均衡の原則等に基づき、以下のとおり取

り扱うべきものです。 

（略） 

 

○ 特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、初任

給調整手当（第一種初任給調整手当及び第二種初任

給調整手当をいう。     ）、特地勤務手当（こ

れに準ずる手当を含む。）及びへき地手当（これに準

ずる手当を含む。） 

  特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、初任

給調整手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含

む。）及びへき地手当（これに準ずる手当を含む。）

については、各地方公共団体において、会計年度任用

職員の勤務形態、従事する職務の内容や責任、それぞ

れの手当の趣旨等を踏まえつつ、地域の実情等を踏

まえ、適切に判断する必要があります。また、地方自

治法に加え個別の法令等に定めのある手当について

は、当該法令等及び所管府省の示す取扱いに留意く

ださい。 

（略） 

 

イ 勤務時間及び休暇 

（略） 

 

（ウ）休暇等 

会計年度任用職員については労働基準法が適用され

Ⅱ 各論 
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事項 

以下、①任用等（募集・能力実証、任用）、②服務及

び懲戒、③勤務条件等、④人事評価、⑤再度の任用、⑥

職員団体、⑦人事行政の運営等の状況の公表について、

留意事項を示します。 

（略） 

 

③ 勤務条件等 

ア 給付 

（イ）フルタイムの会計年度任用職員 

（略） 

ⅱ）一定の手当の支給 

手当については、地方公務員法第２４条に規定する

職務給の原則、均衡の原則等に基づき、以下のとおり取

り扱うべきものです。 

（略） 

 

○ 特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、初任

給調整手当（第一種初任給調整手当及び第二種初任

給調整手当をいう。以下同じ。）、特地勤務手当（こ

れに準ずる手当を含む。）及びへき地手当（これに準

ずる手当を含む。） 

  特殊勤務手当等の職務給的な手当、地域手当、初任

給調整手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含

む。）及びへき地手当（これに準ずる手当を含む。）

については、各地方公共団体において、会計年度任用

職員の勤務形態、従事する職務の内容や責任、それぞ

れの手当の趣旨等を踏まえつつ、地域の実情等を踏

まえ、適切に判断する必要があります。また、地方自

治法に加え個別の法令等に定めのある手当について

は、当該法令等及び所管府省の示す取扱いに留意く

ださい。 

（略） 

 

イ 勤務時間及び休暇 

（略） 

 

（ウ）休暇等 

会計年度任用職員については労働基準法が適用され

別紙２ 
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ることから、労働基準法に規定する公民権行使の保障

（労働基準法第７条）、年次有給休暇（労働基準法第３

９条）、産前産後休業（労働基準法第６５条）、育児時

間（労働基準法第６７条）、生理休暇（労働基準法第６

８条）を制度的に設けなければなりません。また、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）第

６１条の２において、地方公務員に関する介護休業（介

護休暇）、短期の介護休暇及び子の看護等休暇に係る規

定が設けられており、これらの規定については、勤務期

間等一定の条件を満たす会計年度任用職員にも適用さ

れます。 

会計年度任用職員の休暇については、国の非常勤職

員との権衡の観点（地方公務員法第２４条第４項）を踏

まえ、国の非常勤職員について人事院規則１５－１５

（非常勤職員の勤務時間及び休暇）に定められている

以下の休暇について、対象者の範囲等も踏まえつつ、必

要な制度を確実に整備することが必要です。（【参考資

料２】参照） 

なお、異なる所属で任用される場合であっても任命

権者（権限が委任されている場合には委任前の任命権

者をいう。）が同一の場合、人事院規則１５ー１５を踏

まえ、勤務日数により休暇の付与を定めているものに

ついては、双方の勤務を合わせた実績により判断する

こととなります。 

 

ⅰ）有給の休暇 

年次休暇、公民権行使、官公署出頭、現住居の滅失

等、出勤困難、退勤途上、忌引、結婚、夏季、不妊治

療、産前、産後、配偶者出産、育児参加休暇、病気休

暇（私傷病）                  

       

 

会計年度任用職員の再度の任用は、新たに設置され

た職に改めて任用されたものですが、労働基準法にお

ける「継続勤務」の要件に該当する場合には、前年度に

付与された年次有給休暇を繰り越すことが必要です。

なお、国の非常勤職員の年次休暇は、２０日を限度とし

て次の1年間に繰り越すことができるとされています。 

「継続勤務」の要件については、「勤務の実態に即し

て判断されるべきものであるので、期間の定めのある

労働契約を反復して短時間労働者を使用する場合、各

々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日の間隔を

置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断

されるものではないことに留意すること」（平成１９年

１０月１日付厚生労働省通知「短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行

ることから、労働基準法に規定する公民権行使の保障

（労働基準法第７条）、年次有給休暇（労働基準法第３

９条）、産前産後休業（労働基準法第６５条）、育児時

間（労働基準法第６７条）、生理休暇（労働基準法第６

８条）を制度的に設けなければなりません。また、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）第

６１条の２において、地方公務員に関する介護休業（介

護休暇）、短期の介護休暇及び子の看護等休暇に係る規

定が設けられており、これらの規定については、勤務期

間等一定の条件を満たす会計年度任用職員にも適用さ

れます。 

会計年度任用職員の休暇については、国の非常勤職

員との権衡の観点（地方公務員法第２４条第４項）を踏

まえ、国の非常勤職員について人事院規則１５－１５

（非常勤職員の勤務時間及び休暇）に定められている

以下の休暇について、対象者の範囲等も踏まえつつ、必

要な制度を確実に整備することが必要です。（【参考資

料２】参照） 

なお、異なる所属で任用される場合であっても任命

権者（権限が委任されている場合には委任前の任命権

者をいう。）が同一の場合、人事院規則１５ー１５を踏

まえ、勤務日数により休暇の付与を定めているものに

ついては、双方の勤務を合わせた実績により判断する

こととなります。 

 

ⅰ）有給の休暇 

年次休暇、公民権行使、官公署出頭、現住居の滅失

等、出勤困難、退勤途上、忌引、結婚、夏季、不妊治

療、産前、産後、配偶者出産、育児参加休暇、病気休

暇（私傷病）、保育時間、子の看護等、短期介護、骨

髄等ドナー 

 

会計年度任用職員の再度の任用は、新たに設置され

た職に改めて任用されたものですが、労働基準法にお

ける「継続勤務」の要件に該当する場合には、前年度に

付与された年次有給休暇を繰り越すことが必要です。

なお、国の非常勤職員の年次休暇は、２０日を限度とし

て次の1年間に繰り越すことができるとされています。 

「継続勤務」の要件については、「勤務の実態に即し

て判断されるべきものであるので、期間の定めのある

労働契約を反復して短時間労働者を使用する場合、各

々の労働契約期間の終期と始期の間に短時日の間隔を

置いているとしても、必ずしも当然に継続勤務が中断

されるものではないことに留意すること」（平成１９年

１０月１日付厚生労働省通知「短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行
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について」）とされており、各地方公共団体においては、

年次有給休暇の繰越について、「継続勤務」に該当する

か否かにより適切に対応をする必要があります。 

この取扱いは、一般職に属する地方公務員に適用さ

れる労働基準法第１１５条において、同様に適用され

る労働基準法第３９条に規定する年次有給休暇の請求

権の消滅時効が２年とされていることに基づくもので

す。 

 

ⅱ）無給の休暇 

保育時間、子の看護等、短期介護、介護休暇、介護時

間、生理日の就業困難、妊産疾病、公務上の傷病、骨髄 

等ドナー 

 

 

Ⅲ Ｑ＆Ａ 

問１０－５ 国の非常勤職員の休暇制度に改正

があった場合、会計年度任用職員の休暇制度に

ついての取扱如何。 

○  国の非常勤職員の休暇制度に改正があった場

合には、会計年度任用職員の休暇制度について

も、国の非常勤職員との権衡の観点を踏まえ、必

要な制度を確実に整備する必要がある。 

 

○ なお、国の非常勤職員の休暇制度では、平成３

１年１月１日付けで「結婚休暇」の新設、「忌引

休暇」の対象者の拡大、令和２年１月１日付けで

「夏季休暇」の新設、令和４年１月１日付けで「不

妊治療のための休暇」、「配偶者出産休暇」及び

「育児参加のための休暇」の新設並びに「産前休

暇」及び「産後休暇」の有給化、令和４年４月１

日付けで「介護休暇」及び「介護時間」の在職期

間の要件廃止、令和７年４月１日付けで「病気休

暇（私傷病）」の有給化並びに「不妊治療のため

の休暇」、「配偶者出産休暇」、「育児参加のた

めの休暇」、「子の看護休暇」及び「短期介護休

暇」の任期の限定廃止がされているので適切に対

応されたい。                 

                       

                       

                       

          

 

 

 

 

について」）とされており、各地方公共団体においては、

年次有給休暇の繰越について、「継続勤務」に該当する

か否かにより適切に対応をする必要があります。 

この取扱いは、一般職に属する地方公務員に適用さ

れる労働基準法第１１５条において、同様に適用され

る労働基準法第３９条に規定する年次有給休暇の請求

権の消滅時効が２年とされていることに基づくもので

す。 

 

ⅱ）無給の休暇 

               介護休暇、介護時

間、生理日の就業困難、妊産疾病、公務上又は通勤上の

傷病   

 

 

Ⅲ Ｑ＆Ａ 

問１０－５ 国の非常勤職員の休暇制度に改正

があった場合、会計年度任用職員の休暇制度に

ついての取扱如何。 

○  国の非常勤職員の休暇制度に改正があった場

合には、会計年度任用職員の休暇制度について

も、国の非常勤職員との権衡の観点を踏まえ、必

要な制度を確実に整備する必要がある。 

 

○ なお、国の非常勤職員の休暇制度では、近年以

下の見直しが行われているので、適切に対応され

たい。 

・ 「不妊治療のための休暇」、「配偶者出産休

暇」及び「育児参加のための休暇」の新設並び

に「産前休暇」及び「産後休暇」の有給化（令

和４年１月１日付け） 

・ 「介護休暇」及び「介護時間」の在職期間の

要件廃止（令和４年４月１日付け） 

・ 「病気休暇（私傷病）」の有給化並びに「不

妊治療のための休暇」、「配偶者出産休暇」、

「育児参加のための休暇」、「子の看護休暇」

及び「短期介護休暇」の任期の限定廃止（令和

７年４月１日付け） 

・ 「保育時間」、「子の看護等休暇」、「短期

介護休暇」及び「骨髄等ドナー休暇」の有給化

並びに「通勤上の傷病休暇」の新設（令和８年

４月１日付け） 
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問１３－９ 特別職非常勤職員として任用され

ている医師、弁護士などを一般職に移行させる

場合、どのように給与水準を決定すべきか。ま

た、これらの職について、職務の内容に変更が

ない場合には現行と同水準の給与を支給する

ことは可能か。 

○  医師等のフルタイム会計年度任用職員につい

ては、第一種初任給調整手当やいわゆる医師特例

に基づいた地域手当について支給することが可

能であり、また、パートタイム会計年度任用職員

についても、これらを勘案して報酬を決定するこ

ととして差し支えない。 

 

○ このほか、弁護士等の給与水準については、職

務内容等に照らし、団体における行政職給料表を

基礎とすることが適当でないと判断される場合

には、国の特定任期付職員の俸給表等を参考とし

て給与水準を定めることが考えられる。 

 

○ その他、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー等の職種について、仮に、「会計

年度任用職員の職務と類似する職務に従事する

常勤職員」が団体内に存在せず、他団体や国にも

存在しないという場合には、地方公務員法第２４

条に基づく職務給の原則、均衡の原則等に基づ

き、地域の民間企業における同一又は類似の職種

の状況、職務の内容や責任の程度、在勤する地域、

職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等

の要素を考慮して、適切な給与水準を確保してい

ただきたい。 

 

【報酬】  

問１７－１ パートタイムの会計年度任用職員

の報酬水準の決定について、「職務に対する反

対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべ

き」とは具体的にどのような趣旨か。 

○ 「職務に対する反対給付という報酬の性格を踏

まえて定めるべき」とは、「報酬」が、職務の反

対給付と一般的に解されているものであること

に鑑み、報酬水準の決定に当たり、例えば、扶養

手当、住居手当などに相当するようなものを考慮

するといったことは適当ではないことを示すも

のである。 

  なお、医師・歯科医師については、その需給関

係を反映して民間における給与が相対的に高い

 

問１３－９ 特別職非常勤職員として任用され

ている医師、弁護士などを一般職に移行させる

場合、どのように給与水準を決定すべきか。ま

た、これらの職について、職務の内容に変更が

ない場合には現行と同水準の給与を支給する

ことは可能か。 

○  医師等のフルタイム会計年度任用職員につい

ては、第一種初任給調整手当やいわゆる医師特例

に基づいた地域手当について支給することが可

能であり、また、パートタイム会計年度任用職員

についても、これらを勘案して報酬を決定するこ

ととして差し支えない。 

 

○ このほか、弁護士等の給与水準については、職

務内容等に照らし、団体における行政職給料表を

基礎とすることが適当でないと判断される場合

には、国の特定任期付職員の俸給表等を参考とし

て給与水準を定めることが考えられる。 

 

○ その他、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー等の職種について、仮に、「会計

年度任用職員の職務と類似する職務に従事する

常勤職員」が団体内に存在せず、他団体や国にも

存在しないという場合には、地方公務員法第２４

条に基づく職務給の原則、均衡の原則等に基づ

き、地域の民間企業における同一又は類似の職種

の状況、職務の内容や責任の程度、在勤する地域、

職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等

の要素を考慮して、適切な給与水準を確保してい

ただきたい。 

 

【報酬】  

問１７－１ パートタイムの会計年度任用職員

の報酬水準の決定について、「職務に対する反

対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべ

き」とは具体的にどのような趣旨か。 

○ 「職務に対する反対給付という報酬の性格を踏

まえて定めるべき」とは、「報酬」が、職務の反

対給付と一般的に解されているものであること

に鑑み、報酬水準の決定に当たり、例えば、扶養

手当、住居手当などに相当するようなものを考慮

するといったことは適当ではないことを示すも

のである。 

  なお、医師・歯科医師については、その需給関

係を反映して民間における給与が相対的に高い
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ほか、その職務が高度の専門職であり、人材確保

の困難度が極めて高いことなどを考慮し、フルタ

イムの会計年度任用職員に支給される第一種初

任給調整手当や、地域手当のいわゆる「医師特例」

について、報酬水準の決定に当たって考慮するこ

ととして差し支えない。 

  また、医師・歯科医師以外の職種についても、

同様の事情がある場合に限り、団体の判断によ

り、報酬水準の決定に当たって第一種初任給調整

手当を考慮することも考えられるところである。 

 

ほか、その職務が高度の専門職であり、人材確保

の困難度が極めて高いことなどを考慮し、フルタ

イムの会計年度任用職員に支給される第一種初

任給調整手当や、地域手当のいわゆる「医師特例」

について、報酬水準の決定に当たって考慮するこ

ととして差し支えない。 

  また、医師・歯科医師以外の職種についても、

同様の事情がある場合に限り、団体の判断によ

り、報酬水準の決定に当たって第一種初任給調整

手当を考慮することも考えられるところである。 

 

 


